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鯨類の持続的な利用の確保の在り方に関する検討会 

取りまとめ 

 
１．はじめに 

鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続

的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その

他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが

重要である。我が国は、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本

姿勢の下、国際捕鯨取締条約を脱退し、令和元（2019）年７月に大型鯨類を対象とす

る商業捕鯨を再開した。 

令和元（2019）年12月11日、「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律1」が施行さ

れ、鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則が定められ、国の責務が明らかにさ

れるとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、鯨類科学調査の実施体制の整

備、捕鯨業の適切かつ円滑な実施のための措置、妨害行為の防止及び妨害行為への対

応のための措置その他の必要な事項が定められた。令和２（2020）年10月13日、政府

は、同法第５条に基づき、「鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針」を閣

議決定し、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定・実施していると

ころである。 

同法附則第４項において、「政府は、この法律の施行後３年を目途として、同法の

施行の状況、捕鯨を取り巻く状況等を勘案し、鯨類の持続的な利用の確保の在り方に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずる」ものとされている。このことを踏まえ、水産庁は、今後の鯨類の持続的な利用

の確保の在り方について検討を行うため、「鯨類の持続的な利用の確保の在り方に関

する検討会」を開催した。本検討会は、令和５（2023）年３月～令和６（2024）年２

月に５回の会議を開催し、鯨類研究者、捕鯨業者、地方自治体等からのヒアリングの結

果を踏まえて議論し、当該議論の取りまとめを行った。 

 

２．法律の施行状況及び捕鯨を取り巻く状況等 

（１）商業捕鯨の再開 

  科学的根拠に基づき水産資源を持続的に利用するとの基本姿勢の下、我が国は

国際捕鯨取締条約から脱退し（平成30（2018）年12月26日に脱退を通告。令和元

（2019）年６月30日に脱退の効力が発生。）、以下の方針に基づき、令和元

 
1 「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」（平成29年法律第76号）が、「商業捕

鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律」（令和元年法律第73号）

により改正されたもの。 
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（2019）年７月から大型鯨類を対象とした商業捕鯨を再開した。 

① 令和元（2019）年７月に再開した商業捕鯨の操業海域は、我が国の領海及び

排他的経済水域内に限定し、南極海1・南半球では捕獲を行わない。 

② 十分な資源量が確認されている種を対象とする。 

③ 漁獲可能量（TAC）は、国際捕鯨委員会（IWC）で採択された方式により算出

される捕獲可能量以下に設定する。 

④ IWC科学委員会、持続的利用支持国等との協力を継続する。 

 

 （２）鯨類科学調査の実施 

農林水産省は法第６条に基づき、令和３（2021）年３月、研究機関等と協力し、特

に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画（以下、「鯨類科学調査計画」

という。）を策定した。 

国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下、「水産機構」という。）と指定鯨類

科学調査法人に指定された2一般財団法人日本鯨類研究所（以下、「日鯨研」とい

う。）は、以下の意義・目的を達成するために、連携・協力して鯨類科学調査を実施

している。 

 （ア）主として鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業を実施するために必要

な科学的知見を得ること 

  （イ）鯨類の持続的な利用の確保に関わる国際協力（国際機関等への調査分析結果の

提供、国内外の調査研究機関との連携） 

 

 

 

 

 

図１．我が国が現在実施している鯨類科学調査 

 

 
1  環境保護に関する南極条約議定書（南緯60度以南の地域に適用）の規定に照らし、国際捕鯨取締条約

に基づき有する権利によらなければ、南極海で捕鯨を行うことはできない。 
2  日鯨研は平成30（2018）年11月、「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」

（平成29（2017）年法律第76号）第７条第１項に基づき、指定鯨類科学調査法人に指定された。「商業捕

鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」が「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」に

改正（令和元（2019）年12月）された後は、「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」附則第２項に基

づき、指定鯨類科学調査法人の指定を受けたものとみなされる。 
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このうち、調査船による目視調査については、広大な海域を調査する必要がある

が、調査のための予算、調査に活用可能な調査船（IWC科学委員会が定めた調査の実

施等に関するガイドラインに従い、一定の高さの観察台２台を有する船舶が必

要）、調査時期（北太平洋においてヒゲクジラ類が餌場として安定して分布する夏

季に調査を実施する必要）、観察員（鯨を発見し、鯨群に接近し鯨種判定や実験を

行うことができる熟練観察員（各船６名）が必要）等に制約があることから、これ

を踏まえ、調査の効率性を向上させるとともに、その精度を更に向上させること等

が課題となっている。 

 

 
 

 

図２．鯨類科学調査の調査海域（左：北太平洋、右：南極海） 

 
（参考）鯨類科学調査に係る航海数・経費等（令和４年度実績） 

 〇北太平洋での捕獲可能量の算出に必要な目視調査 

 （北太平洋鯨類資源調査（JASS-NP）、日露共同オホーツク海鯨類目視調査、 

IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査（IWC-POWER） 等） 

・航海数：10航海 

・調査日数：のべ414日間 

・乗員数（調査員を含む）：のべ226名 

・経費：828百万円 

 

〇南極海での目視調査（JASS-A） 

・航海数：２航海（１航海×２隻） 

・調査日数：のべ196日間（北太平洋の調査が困難な時期（北半球の冬季）に実施） 

・乗員数（調査員を含む）：のべ44名 

・経費：542百万円 

 

このため、目視調査を補完するための新技術として、日鯨研は、①環境DNA、②音

響調査、③人工衛星画像、④ドローンといった新技術を開発中であるが、いずれも

実行可能性を調査している段階であり、また、これらの調査に係るガイドラインは

IWC科学委員会において示されていない。 

南極海での調査は、昭和62（1987）年から実施してきた鯨類捕獲調査・鯨類科学調
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査のうち非致死的調査を継続する形で、鯨類の資源動向を把握するために令和元

（2019）年度から実施し、調査結果をIWC科学委員会に報告しており、近年において

も、我が国の情報提供に対しIWC科学委員会から謝辞が述べられている。また、調査

結果は、南極条約科学委員会（SCAR）、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会

（CCAMLR）、北大西洋海産哺乳動物委員会（NAMMCO）科学委員会といった国際機関に

も報告され、南極海の資源の保存及び管理における我が国のプレゼンスの維持及び国

際的な鯨類をはじめとする海洋生物資源研究に貢献している。 

南極海での調査に関しては、調査結果の更なる精度向上及び調査の安全性確保が課

題である。 

 

（３）捕獲可能量の算出とTACの設定 

水産機構と日鯨研は、北太平洋での鯨類科学調査の調査結果等に基づき、捕獲可

能量を算出する。大型鯨類の捕獲可能量の計算に際しては、国際捕鯨委員会（IWC）

で採択された方式であるRMP（Revised Management Procedure：改訂管理方式）を用

いている。RMPは非常に保守的な管理方式であり、不測要因があっても資源が枯渇し

ないことが確認されている。他の商業捕鯨国であるノルウェーやアイスランドも同

方式を用いて捕獲可能量を算出している。RMPの特性として、 

① 資源量推定値がない海域（未調査海域）は資源量がゼロとみなされ全体の資源

量・捕獲可能量が過少に評価されること、 

② 資源量推定値が古くなると捕獲可能量が減少すること、 

③ 資源量推定値の信頼区間を考慮して捕獲可能量を算出するため、調査日数の減

少等により精度が下がると捕獲可能量は減少すること、 

④ 系群構造情報の収集は不確実性低減につながり、結果的に捕獲可能量を増加さ

せる可能性があること（例：系群構造仮説の不確実性により、イワシクジラの捕

獲可能量は174頭から25頭に縮小） 

が挙げられ、捕獲可能量を維持・拡充するためには、鯨類の資源量及び系群構造に

係る調査の継続が不可欠である。調査結果の不確実性を低減するため、衛星標識に

よる追跡調査、複数船によるスナップショット型目視調査等を実施している。 

計算した捕獲可能量については、独立外国人科学者により、当該捕獲可能量の計

算方法、計算結果及び使用したデータがレビューされる。その後、水産庁は、当該

レビュー結果等を踏まえ、捕獲可能量を確定させ、捕獲可能量の範囲内で漁業法に

基づくTACを毎年設定する1。調査海域が広いため、６年をかけて鯨類資源調査を実施

し、基本的に６年おきに捕獲可能量を更新する計画となっており、今後のTACの更新

 
1 IWCで採択された算出方式により算出された捕獲可能量から、捕鯨業における漁獲以外の人為的要因

（定置網混獲等）による死亡頭数を差し引いて設定する。 
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は、ニタリクジラ・イワシクジラについて令和７（2025）年、ミンククジラについ

て令和10（2028）年を予定している。また、新たな鯨種について捕獲可能量を算出

し、令和６（2024）年を目途にTACを設定することを検討している。我が国の捕鯨業

は十分な資源量が確認されている鯨種を捕獲対象としているが、上記の調査に係る

制約のため、捕獲対象種以外も含むすべての鯨種に対して、一度に調査を実施し資

源量を把握することは不可能である。 

 

図３．令和５（2023）年の大型鯨類のＴＡＣ及び捕獲実績等1 

 

（４）母船式捕鯨業の状況 

母船式捕鯨業者の共同船舶㈱は、沖合域でニタリクジラとイワシクジラを捕獲対象

として操業し、TACをすべて消化している。鯨類目視調査のための貸船事業も実施し

ており、同事業の売上高は全体の３割を占める（令和４（2022）年度）。捕鯨業にお

ける鯨肉販売単価の上昇、製造原価の低減（独航船１隻体制への移行等）等により、

商業捕鯨再開４年目の令和４（2022）年度に黒字化を達成した。 

他方、鯨肉在庫は増加傾向にあり、依然としてキャッシュフローは厳しい状況にあ

る。具体的には、白手物等コロナ禍の影響等により売れにくい部位の販売不振、大手

量販店の鯨肉の取扱いの敬遠による流通ルートの制約等が課題として挙げられる。ま

た、今後の収支面の不安要素として、令和６（2024）年３月に竣工予定の新母船の減

価償却費、令和５（2023）年５月に購入したアイスランド鯨肉の保管等に係る費用が

挙げられる。 

農林水産省は、令和元（2019）年の商業捕鯨再開以降、円滑化実証等事業のうち沖

合海域実証事業（令和５（2023）年度：3.5億円）により鯨肉に係る市場開拓等の取

組を支援している。共同船舶㈱は、生肉上場イベントの開催、無人販売店舗の設置、

鯨肉の機能性の研究等により販売促進に取り組んでいる。 

また、農林水産省は、鯨類科学調査に協力する共同船舶㈱の船舶の運航及び生産物

の販売等に必要な経費について、基金事業による助成金を交付（貸付方式）（令和５

 
1 ツチクジラについては、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令（令和２年農

林水産省令第48号）附則第２条の規定及び指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令

第５号）第42条第１項の規定により、農林水産大臣が水域別の捕獲頭数の上限を定めている。令和５

（2023）年の捕獲上限は76頭、捕獲実績は28頭（基地式捕鯨業による）であった。 
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（2023）年度：10億円）している。当該貸付金は、母船式捕鯨業特有の資産（冷凍鯨

肉）の流動性の低さ等を踏まえ、調査捕鯨から商業捕鯨への円滑な移行を進めるため

の運転資金として活用されている。 

 

（５）基地式捕鯨業の状況 

基地式捕鯨業者は、沿岸域で主にミンククジラ、ツチクジラを捕獲対象に操業して

いる。オホーツク海におけるミンククジラ操業、日本海におけるツチクジラ操業とい

った例外はあるものの、全体的にみれば両種ともに沿岸域での発見数・捕獲数が低下

し、TAC等を消化できていない状況が続いている。 

農林水産省は、令和元（2019）年の商業捕鯨再開以降、円滑化実証等事業のうち沿

岸海域実証事業（令和５（2023）年度：3.6億円）により、基地式捕鯨業の体質改善

に向けて、現在、複数個所で行われている鯨体処理作業の集約化や新規販路開拓等の

実証等の取組を支援している。 

基地式捕鯨業者は、操業開始時期の早期化、共同操業、共同での鯨体処理場の利

用によるコスト削減等に取り組んでいるが、捕獲対象種の不漁もあり、現時点では

経営改善に至っていない。 

 

（６）妨害行為等 

令和元（2019）年の商業捕鯨再開後、母船式・基地式捕鯨業への目立った妨害活動

は行われていない。他方、反捕鯨活動家は、毎年９月１日（和歌山県太地町における

イルカ追込漁の解禁日）を「日本イルカデー」と称し、太地町や我が国在外公館付近

において、我が国のイルカ漁業に反対する抗議活動を実施している。 

最近では、日本人活動家が太地町での漁業活動をドローンで空撮し、動画をSNSで

発信している。漁業者だけでなく、鯨類飼育施設や行政機関に対してもデモ活動等の

妨害活動が行われており、漁業活動等の妨げになっている。太地町は、イルカ漁業シ

ーズンの開始前に地元の警察・海上保安庁等が出席する対策会議を開催するなどし、

妨害行為に備えている。 

また、引き続き、鯨肉の取扱いに消極的な大手量販店等が存在している。 

 

（７）我が国における鯨肉消費量 

我が国における鯨肉の国内消費仕向量（消費量）1は、昭和37（1962）年度の約23

万トンをピークとして減少してきた。商業捕鯨中断後（昭和63（1988）年以降）の消

費量は概ね約２～５千トンで推移し、令和４（2022）年度現在、牛豚鶏肉の消費量が

400万トン以上あるのに対し、鯨肉の消費量は約２千トンとなっており、大消費地の

 
1 農林水産省「食料需給表」 
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ほか、捕鯨・鯨食に馴染みのある地域を中心に消費されている。 

 

（８）文化・食習慣等の広報、学校給食等 

農林水産省は、水産白書、水産庁ウェブサイト、農林水産省消費者の部屋、こども

霞が関見学デー等により、鯨類の持続的利用に関する情報発信をするとともに、持

続的利用調査等事業のうち情報収集・発信等事業（3.6億円の内数）により、日鯨研

が実施する鯨類に係る文化に関する情報収集及び啓発活動、学校給食への鯨肉提供

等の取組を支援している。 

日鯨研は、捕鯨の歴史や文化、伝統工芸品、食体験等を通じて我が国が鯨と深い関

わり合いを持ってきたこと、それらは後世に継承すべき伝統であること、また、鯨

類の多くは健全な資源であり持続的に利用可能な資源であることなどについて、ポ

ータルサイトやパンフレットなどの印刷物、各種イベントの開催等を通じて広く情

報発信を行っている。また、小中学校へ出張授業を実施し、授業の後には給食や試

食等で鯨肉を提供しているほか、学校給食への鯨肉提供の支援（市場価格の３分の

２を補助）を実施しており、同事業により、令和４（2022）年度は28都道府県の小

中学校のべ5,400校の学校給食に鯨肉（約104トン）が提供された。 

また、捕鯨にゆかりのある地域をはじめ、各地の地方自治体において、鯨食普及・

鯨食文化の維持のための様々な取組が行われている。捕鯨を守る全国自治体連絡協

議会は、「科学的根拠に基づいた「鯨資源の保存と有効利用」を尊重し、民族の

「鯨文化」の保護を図る」ことを目的とする協議会であり、令和５（2023）年度現

在、34市町が加盟している。同協議会に所属する宮城県石巻市においては、令和３

（2021）年に「全国鯨フォーラム」の開催を契機として、「石巻くじら振興協議

会」を設立し、令和４（2022）年度には、鯨体処理場等のくじら探訪ツアー、公共

施設等での企画展示、飲食店と連携した「くじらフェア」、イオンモール石巻が主

催する「石巻水産フェス」への出店、地元捕鯨会社と連携した保育所及び学校給食

への鯨料理の提供等を実施した。 

同様に同協議会に所属する山口県下関市においては、学校給食への鯨肉提供や母船

式捕鯨業の母港化促進のための支援を実施しているほか、市内の飲食業、観光業、

鯨肉加工業等と官民一体で設立した「下関市鯨肉消費拡大推進協議会」は、令和４

（2022）年11月の「第１回下関くじら祭り」をはじめ、親子鯨料理教室、鯨料理店

PRフラッグ作成・配布、料理人による「感鯨料理（感動する鯨料理）」の開発等を

実施した。 

 

（９）国際協力等 

農林水産省は、関係省と連携・協力し、鯨類資源等持続的利用国際推進事業（令和
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５（2023）年度：0.5億円）等を活用しつつ、IWCやNAMMCOといった国際機関との連

携・協力、東カリブ漁業大臣会合、大西洋沿岸アフリカ諸国漁業協力閣僚会議

（COMHAFAT）等の機会を活用した持続的利用支持国との連携、関係国への働きかけを

実施している。 

IWCに関しては、我が国は令和元（2019）年６月に国際捕鯨取締条約を脱退したも

のの、オブザーバーとしてIWCの会議に参加するとともに、IWCとの共同調査等を実施

している。NAMMCOにもオブザーバーとして参加し、鯨類の国際的な資源管理に貢献し

ている。 

日鯨研は、上記のIWCとの共同調査、NAMMCOとの衛星標識開発プロジェクトへの参

加、外国人研究者との共同研究を実施するほか、北太平洋での鯨類科学調査結果につ

いて、各種の国際機関への報告、国際学術雑誌への投稿・掲載を行った。南極海調査

に係る国際貢献については、２．（２）に記載のとおりである。 

 

（10）適正流通 

漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）により、違法に

捕獲したひげ鯨等の販売・所持等を禁止するとともに（第91条第３項）、ひげ鯨等

を捕獲した者に、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析の実施を義務付けてい

る（第92条第２項）。また、輸入鯨類製品についても、公的機関によるDNA検査証明

書及び輸出国政府発行の合法的捕獲証明書の水産庁への提出を輸入貿易管理令等に

より義務付けている。その上で、水産庁は毎年度、DNA検査事業として、輸入品を含

め、国内に流通する鯨類製品のDNA検査を行い、これを過去に捕獲・混獲・輸入され

た個体のDNA情報が登録されているDNA登録データベースと照合し、法令の規定に違

反して捕獲された鯨類に由来する鯨類製品の有無を確認することにより、かかる製

品の国内流通を防止している。 

 

（11）財政支援、その他 

「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」第19条に基づき、農林水産省は、関

係省と連携の上、捕鯨業の安定的な実施に向けて、非致死的調査等の確実な実施、

持続的利用を支持する国との連携や情報発信、捕鯨の実証事業の実施等を支援する

ための財政上の措置を講じている。 

 

３．鯨類の持続的な利用の確保の在り方 

（１）総論 

鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続

的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その
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他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが

重要である。 

令和元（2019）年７月に約30年間停止していた商業捕鯨が再開してから４年が経

過した。本検討会において、その間の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の施

行の状況、捕鯨を取り巻く状況等を整理し、鯨類科学調査、捕鯨業経営、流通販

売、鯨食普及といったそれぞれの段階での課題が浮き彫りになった。 

重要な食料資源である鯨類を持続的に利用し、伝統的な食文化その他の文化及び

食習慣を継承していくためには、鯨類科学調査を安定的に適切に実施し、商業捕鯨

が持続的かつ自立的に営まれるようにしていく必要がある。そのためには、国、地

方自治体、鯨類資源研究者、捕鯨業者、加工・流通業者、飲食業者、消費者といっ

た関係者が一体となって取り組むことが重要である。 

 

（２）対応の方向性 

①鯨類科学調査の実施、捕獲可能量の算出とTACの設定 

（北太平洋） 

科学的根拠に基づく捕獲可能量の下、捕鯨業による鯨類の捕獲を適切に管理す

るためには、資源量及び系群構造等に関する科学的知見を随時アップデートする

必要がある。そのため、北太平洋での調査を継続する必要がある。 

また、捕鯨業者からは、経営の安定・改善の観点から、捕獲可能量の増枠の可

能性についての検討を求める声がある。こうしたことを踏まえ、鯨類資源評価に

おける不確実性の低減につながる調査など、北太平洋における鯨類科学調査を精

力的に進め、鯨類に関する科学的知見の拡充等を図ることが重要である。また、

これまで得られた最新のデータを用いて、新たな鯨種について捕獲可能量を算出

し、令和６（2024）年を目途に漁獲可能量（TAC）を設定することや、令和６

（2024）年に捕獲可能量を再計算することとなっているイワシクジラについて、

系群構造仮説の不確実性の解明等による捕獲可能量（現状25頭）の増枠の可能性

を模索すべきである。 

財政的及び人的資源の有効利用並びに捕獲可能量算出の迅速化の観点から、鯨

類科学調査の効率性向上に関する取組を継続すべきである。また、目視調査に適

した船舶の隻数が限られていること及び船舶による調査は天候に左右されやす

く、広い海域を調査するためには時間がかかることを踏まえ、目視調査を補完・

代替するための技術（例：ドローンや遺伝情報を用いた資源量推定）の開発を進

め、可及的速やかに実用化されることが期待される。 

捕獲可能量算出や希少種を含む鯨類の科学的知見収集のため、引き続き、母船

式捕鯨業及び基地式捕鯨業で捕獲された鯨体を用いた生物調査や、寄鯨調査を実
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施する必要がある。 

我が国と他国又は国際機関との共同調査・研究について、積極的に情報発信を

行うことが重要である。 

 

（南極海） 

南極海調査については、現在、当該海域において鯨類を対象とする継続的な調

査がほかに実施されておらず、資源研究的な分野における国際的な貢献が大き

く、また、南極海の資源の保存及び管理における我が国のプレゼンスの維持につ

ながっていると考えられることを踏まえ、継続させていくことが肝要である。そ

の際、調査精度及び安全性の向上に努めることが重要である。 

引き続き、我が国の調査の内容や成果が国内及び海外において十分に認識される

よう、情報発信を継続・強化する必要がある。 

 

②捕鯨業関連 

（母船式捕鯨業） 

売上高の向上に直接影響する捕獲可能量算出のために、生物学的知見の蓄積が必須

であるところ、引き続き鯨類科学調査に積極的に協力する必要がある。 

商業捕鯨再開以降、ニタリクジラ及びイワシクジラをTAC満限まで捕獲している状

況において、今後、TACの増枠等が行われたとしても、引き続き、鯨肉在庫の増加を

抑制し、基金事業により交付された助成金等を運転資金とするなどし、収益が得られ

る単価での販売を確保するための取組が求められる。 

そのためには、引き続きコスト削減に努めるとともに、売れにくい部位をどのよう

に販売していくかという大きな課題に対応するため、加工業者等と連携した加工方法

の改善、流通販売面の改善等が求められる。 

販売促進については、鯨肉をいつでも購入・飲食できる場所が必要との観点から、

①無人販売店舗の設置及びPR、②鯨肉を扱う個人飲食店の開拓、③販売再開に向けた

大手量販店、飲食チェーン店等への働き掛け、④鯨メニューを扱う食堂や商店街との

連携等に取り組む必要がある。 

販売促進のターゲットとして、例えば鯨肉に馴染みがある高齢者に再度鯨食を勧め

ることで、そこから子世代及び孫世代に波及していくことが期待される。また、鯨肉

が栄養価の高い優れた食品であることをPRするに当たっては、エビデンスに基づき栄

養士・管理栄養士を活用することが効果的と考えられることから、鯨肉の食品として

の機能性に関する研究の推進も重要である。 

また、母船式捕鯨業者のキャッシュフローの状況等を踏まえ、安定的な商業捕

鯨への移行を進めるための運転資金として活用されている基金事業は継続する必要

がある。 
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（基地式捕鯨業） 

ミンククジラ及びツチクジラの捕獲状況を踏まえれば、安定的な商業捕鯨の実施に

向けて、商業的に成り立つ収支構造モデルを示した上で、対応することが重要であ

る。 

引き続き、操業の効率化、捕獲や鯨体処理等に係るコスト削減等を推進していくこ

とが必要である。その上で、特に探鯨の効率化、捕獲対象種の検討等が求められる。

探鯨については、これまでの共同操業及び鯨体処理場の共同利用等の試み等を踏ま

え、操業形態の効率化を図るべきである。また、調査船等による鯨類発見情報の活

用、ドローンの活用など、探鯨効率を高める取組を検討することが求められる。あわ

せて、例えばニタリクジラなど、これまで基地式捕鯨業の捕獲対象としていなかった

鯨種について、安全性を確保した上で、捕獲対象とすることを検討するべきである。 

基地式捕鯨業者からは、近年の鯨類の分布状況の変化を踏まえ、日本海のミン

ククジラ（J系群：東シナ海・黄海・日本海系群）の資源保護のために太平洋距岸

10マイルが捕獲禁止とされている規制の緩和、近年分布量が多いと考えられるオ

ホーツク海の海域におけるミンククジラの捕獲可能量の増枠が求められている。そ

のためには、前提として、最新の科学的知見を取り込んだRMPによる再計算が必要で

あることから、生物学的知見の蓄積のために、鯨類科学調査への積極的な協力を継続

する必要がある。 

販売面では、食文化維持のための地元への供給の重要性を踏まえつつ、単価を向上

させるため、幅広い販売先の検討が重要である。 

 

③妨害行為等 

太地町のドローンの問題をはじめ、引き続き、関係行政機関が密に連携して対

応する必要がある。反捕鯨団体の圧力等のために大手量販店等が鯨肉の取扱いを

控えていることに対しては、我が国捕鯨業の正当性の発信、鯨類科学調査による

国際貢献等に係る国内外への情報発信、科学的エビデンスをもった機能性の研

究・PR等、必要な対応を進める必要がある。 

 

④文化・食習慣等の広報、学校給食等 

日鯨研が実施する鯨類に係る文化に関する情報収集及び啓発活動、学校給食へ

の鯨肉提供等の取組について、一層の効率化や効果向上に努める必要がある。具

体的には、学校給食への鯨肉提供は、子供達が鯨食を体験する効果的なツールとな

っていることを評価し、実施に積極的な自治体等の要望を踏まえ、この取組を引き続

き積極的に実施することが重要である。その際、認知度の低い白手物への認識を高め

るため、赤肉以外の提供の拡大も検討するべきである。さらに、出前授業も含めた教
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育現場において鯨肉を取り上げることで、捕鯨をはじめとする伝統的な鯨類に係る文

化及び環境問題に対する理解が高まることが期待される。学校給食への提供を安定的

に実施するためにも、栄養士・管理栄養士の理解を高めることが重要である。 

現在の鯨肉消費の実態を踏まえれば、イベント開催等は、鯨食文化が色濃く残り鯨

肉を日常的に入手可能な地域において重点的に進め、まずはそういった地域の家庭内

で日常的に食べる文化を確立させることが重要である。その際、これまでの鯨類科学

調査の取組をアピールすることは、我が国の捕鯨の正当性への理解を促進し、鯨類に

係る文化継承の一助となることが期待される。 

地方自治体による、販売ルートを有する地元の加工業者、小売店、飲食店と連携し

た取組は、特に鯨食文化に接する機会を増やすために効果的であると考えられるた

め、推進する必要がある。これまで鯨肉を食べたことがない世代や地域の方に、今

後、鯨肉を食べてもらうようにするためには、食べて美味しいという体験が必要であ

り、鯨に係るお祭りといったイベントは、一般市民が鯨肉を食べる機会として意義深

く、継続されることが期待される。 

 

⑤国際協力等 

国際的な海洋生物資源の管理に協力していくという観点から、引き続きIWC、

NAMMCOの会議にオブザーバーとして参加し、議論に貢献する等の必要があり、両

機関をはじめとした国際機関等に、我が国の鯨類科学調査結果を報告することが

重要である。 

科学的な観点からも、IWC及びNAMMCO、両機関以外の国際機関、外国人科学者と

の連携を積極的に進める必要がある。 

また、鯨類を含む海洋生物資源の持続的利用及び管理に関する考え方を維持・

強化するため、持続的利用支持国会合の開催等により、引き続き持続的利用支持

国との連携等を図る必要がある。 

 

 

⑥適正流通 

国内に流通する鯨類製品のDNA検査を継続し、法令に違反して捕獲された鯨類の

国内流通の防止を図る必要がある。 

 

⑦財政支援、その他 

上記の対応の方向性を踏まえ、政府は、鯨類の持続的な利用の確保に関する法

律第19条の規定に基づき、引き続き、必要な財政支援及びその他の支援を講じるこ

とが必要である。 


